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特集　ぴったりサービスが始まります

ぴったりサービスが始まります
　市では、4 月 1 日からぴったりサービスで電子申請の利用ができるようになりました。

マイナンバーカードで手間いらず！

●ぴったりサービスとは

　
キーワード 手続き名称 問い合わせ先

児童手当

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

こども家庭課
（☎ 37-2204）

児童手当等の額の改定の請求及び届出
児童手当の氏名変更 / 住所変更等の届出
児童手当の受給事由消滅の届出
未支払の児童手当等の請求
児童手当等に係る寄付の申出
児童手当に係る寄付変更等の申出
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
児童手当等の現況届

児童扶養手当 児童扶養手当の現況届

保育
保育施設等の利用申込
保育施設等の現況届
支給認定の申請

妊娠 妊娠の届出
子育て世代包括支援セ
ンター（☎ 26-9422）

資格 被保険者証の再交付申請

高齢福祉課
（☎ 37-3065）

介護給付
介護保険負担割合証の再交付申請
居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請
居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請（住宅改修前・後）

利用者の
負担軽減

高額介護（予防）サービス費の支給申請
介護保険負担限度額認定申請

要介護認定・
要支援認定

要介護・要支援認定の申請
要介護・要支援更新認定の申請
要介護・要支援状態区分変更認定の申請
住所移転後の要介護・要支援認定申請

その他 居宅（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出
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　マイナポータルのサービス検索や電子申請機能を利用し、手続きをオンラインで行えるサービス
です。 これまで市役所に来庁し、紙で提出していた各種申請が、マイナンバーカードを使って電子
申請することができるようになります。
　詳細は、マイナポータルを確認ください。

マイナポータルとは
　国が運営する行政手続きのオンライン窓口です。ぴったりサービスのほか、行政機関などが保有する自分
の情報の確認や、行政機関の間でやりとりされた自分の情報を確認することができます。

●利用できる手続き
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●手続きの流れ

●問い合わせ先　情報政策課（☎ 37-2258）

　「児童手当等の現況届」を例に、スマートフォン（スマホ）からの入力画面と手続きの流れを説明します。

⑤検索結果一覧から、「児童手当等の現況
届」の「詳しく見る」を選択し、「申請する」
を選択します。

①右記の「マイナポータル」の QR コードを読み込む、またはスマホの「マイナポータル」アプリを開く。
※  QR コード読み込みの場合、③へ。

②「手続の検索・電子申請」へ進む。

③「市町村を選択」で、福島県相馬市を選
択する。

④申請したい内容に合わせて、「カテゴリ」
や「キーワード」を指定して検索します。
※ 「児童手当等の現況届」の場合、カテゴ

リでは「子育て」にチェックを、キーワー
ドでは「児童手当」と検索ください。

⑦電子署名を行い、送信し、手続き完了！

⑥申請者情報の入力や添付書類の登
録を行います。
▽マイナンバーカードを使用す
れば、電話番号など一部の項目
を除き、自動入力できます。
▽添付書類は、スマホのカメラ
で撮影した画像をアップロード
することも可能です。

注目！

　ぴったりサービスの電子申請で、「いつでも」「どこからでも」パソコ
ンやスマホで必要な手続きの申請ができますので、マイナンバーカード
を取得し、ぜひ利用ください。　


